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墨田区曳舟文化センター条例（案）概要 

 

１ 目的 

  区民が集い、交流し、自主的に文化芸術活動を行う場を提供するとともに、演劇、伝統

芸能その他の様々な芸術鑑賞の機会を設けることにより、文化性豊かなまちづくりに寄与

するため、曳舟文化センター（以下「文化センター」という。）を公の施設として設置す

る。 

 

２ 位置 

  東京都墨田区京島一丁目３８番１１号 

 

３ 事業 

 ⑴ 区民の文化芸術活動の促進に関すること。 

 ⑵ 演劇、伝統芸能等の文化芸術の振興に関すること。 
 ⑶ 文化センターの施設の利用に関すること。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業 

 

４ 施設 

 ⑴ ホール 
 ⑵ 楽屋 

 ⑶ レクリエーションホール 

 ⑷ 会議室 

 ⑸ 和室 

 ⑹ 茶室 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設 

 

５ 開館時間等 

 ⑴ 開館時間 

   午前９時から午後９時まで 

 ⑵ 利用期間 

   施設の区分に応じ、墨田区規則で定める期間 

 ⑶ 休館日 

   年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

 



 

 

６ 利用料金の額（限度額） 

 区  分 

利 用 料 金 

午  前 午  後 夜  間 

午前９時から正午まで 
午後１時から 

午後４時３０分まで 

午後５時３０分から 

午後９時まで 

ホール 

平 日 １８，０００円 ３６，１００円 ４５，１００円 

土曜日・日

曜日・休日 ２１，７００円 ４３，４００円 ５４，３００円 

第 １ 楽 屋 １，５００円 １，５００円 １，５００円 

第 ２ 楽 屋 １，２００円 １，２００円 １，２００円 

第 ３ 楽 屋 ７５０円 ７５０円 ７５０円 

レクリ

エーシ

ョンホ

ール 

平 日 ９，９００円 ２０，０００円 ２５，０００円 

土曜日・日

曜日・休日 
１２，１００円 ２４，２００円 ３０，３００円 

第 １ 会 議 室 ４，５００円 ５，１００円 ５，１００円 

第 ２ 会 議 室 １，８００円 ２，０００円 ２，０００円 

和 室 ４，６００円 ６，１００円 ６，１００円 

茶 室 １，７００円 ２，２００円 ２，２００円 

付 帯 設 備 ７，８００円 ７，８００円 ７，８００円 

 

７ 指定管理者による管理 

  文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合の業務の範囲、管理の基準その他必要

な事項について定める。 

 

８ 施行期日等 

  令和４年１月１日 

  ※ 指定管理者の指定の手続その他の準備行為等は、施行日前においても行うことがで

きることとする。                      


